
○ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（抜粋）

昭和２８年４月１１日

法 律 第 ３ ５ 号

（定義）

第２条 この法律において「家畜等」とは，家畜，家きんその他の動物で政令で定

めるものをいう。

２ この法律において「飼料」とは，家畜等の栄養に供することを目的として使用

される物をいう。

３ この法律において「飼料添加物」とは，飼料の品質の低下の防止その他の農林

水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加，混和，浸潤その他

の方法によって用いられる物で，農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて

指定するものをいう。

４ この法律において「製造業者」とは，飼料又は飼料添加物の製造（配合及び加

工を含む。以下同じ。）を業とする者をいい，「輸入業者」とは，飼料又は飼料

添加物の輸入を業とする者をいい，「販売業者」とは，飼料又は飼料添加物の販

売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。

（基準及び規格）

第３条 農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因とな

って、有害畜産物（家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を

そこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。）が生産され、又は家畜等に被害

が生ずることにより畜産物（家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。）の生産が

阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼料若しくは飼料添加物

の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若し

くは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。

２ 農林水産大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止

しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

３ 第１項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な

改正がなされなければならない。

（検定及び表示）

第５条 第３条第１項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で，その

飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって，有害畜産物が

生産され，又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそ

れが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの（以下「特定飼料等」と

いう。）は，独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「センター」と

いう。）が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け，当該特定飼料等又

はその容器若しくは包装に，これに合格したことを示す特別な表示が付されてい

るものでなければ，販売してはならない。ただし，次に掲げる特定飼料等につい

ては，この限りでない。

一 第７条第１項の登録を受けた特定飼料等製造業者（特定飼料等の製造を業と

する者をいう。以下同じ。）が製造した特定飼料等であって，第16条第１項の表
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示が付されているもの

二 第21条第１項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者（外国において本邦に

輸出される特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。）が製造した特定

飼料等であって，同条第２項の表示が付されているもの

２ 前項本文の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は，農林水産省令で

定める。

３ 第３条第２項の規定は，第１項の政令の制定，改正又は廃止の立案について準

用する。

（有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止）

第23条 農林水産大臣は，次に掲げる飼料の使用又は第一号若しくは第二号に掲げ

る飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって，有害畜産物が生産され，又は家

畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必

要があると認めるときは，農業資材審議会の意見を聴いて，製造業者，輸入業者

若しくは販売業者に対し，当該飼料若しくは当該飼料添加物の製造，輸入若しく

は販売を禁止し，又は飼料の使用者に対し，当該飼料の使用を禁止することがで

きる。

一 有害な物質を含み，又はその疑いがある飼料又は飼料添加物

二 病原微生物により汚染され，又はその疑いがある飼料又は飼料添加物

三 使用の経験が少ないため，有害でない旨の確証がないと認められる飼料

（飼料製造管理者）

第25条 第３条第１項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼

料添加物で，その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要

とするものとして政令で定めるものの製造業者（農林水産省令で定める者を除

く。）は，その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため，その事業場

ごとに，飼料又は飼料添加物の製造に関し農林水産省令で定める資格を有する飼

料製造管理者を置かなければならない。ただし，当該資格を有する製造業者が自

ら飼料製造管理者となって管理する事業場については，この限りでない。

２・３ (略)

４ 第３条第２項の規定は，第１項の政令の制定，改正又は廃止の立案について準

用する。

（公定規格）

第26条 農林水産大臣は、飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため必要があ

ると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄養成分量（飼料が

含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下

同じ。）の最小量又は最大量その他栄養成分に関し必要な事項についての規格

（以下「公定規格」という。）を定める。

２～５ ［略］

６ 第３条第２項の規定は公定規格の設定、改正又は廃止について、第２項から前

項までの規定は公定規格の改正又は廃止について準用する。

（表示の基準）

第32条 農林水産大臣は，飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を



識別することが著しく困難である飼料で，使用上当該品質を識別することが特に

必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令

で定めるものについて，次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め

るものとする。

一 栄養成分量，原料又は材料その他品質につき表示すべき事項

二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者，輸入業者又は

販売業者が遵守すべき事項

２ 第３条第２項並びに第26条第４項及び第５項の規定は，前項の場合について準

用する。

（飼料等の輸入の届出）

第51条 外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料

添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入し

ようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農

林水産大臣に届け出なければならない。

１ 第３条第１項の規定により定められた基準に合わない方法により製造された

飼料又は飼料添加物

２ 第３条第１項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物

３ 第23条第一号から第三号までに掲げる飼料又は飼料添加物

２ 第３条第２項の規定は、前項の指定について準用する。

○ 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（抜粋）

平成２０年６月１８日

法 律 第 ８ ３ 号

（基準及び規格）

第五条 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん

動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動

物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分に

つき規格を定めることができる。

２ 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又

は廃止しようとするときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければ

ならない。

（有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止）

第七条 農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となっ

て、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業

資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対

し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。

一 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

２ 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に

公示しなければならない。


